
池野和己／６４歳。埼玉大学
卒業。市教育委員会学校教
育部長、大谷中・上平中学
校長などを歴任。平成２８年
４月１日より市教育委員会教
育長に就任。

３
月
定
例
市
議
会
、
平
成
３１
年
度

当
初
予
算
案
な
ど
を
可
決
・
同
意

総
務
課

�
７
７
５
―

４
９
６
３

�
７
７
５
―

９
８
１
９

３
月
定
例
市
議
会
は
２
月
２２
日
〜
３
月

２２
日
の
２９
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し

た
。
こ
の
議
会
で
は
、
平
成
３１
年
度
当
初

予
算
や
手
数
料
及
び
使
用
料
の
額
の
適
正

化
を
図
る
た
め
の
条
例
改
正
案
な
ど
の
議

案
が
審
議
さ
れ
、
市
長
提
出
の
４２
議
案
の

う
ち
平
成
３１
年
度
一
般
会
計
当
初
予
算
お

よ
び
上
尾
市
上
平
地
区
複
合
施
設
検
討
委

員
会
条
例
の
２
議
案
に
つ
い
て
は
修
正
案

が
可
決
さ
れ
、
他
の
４０
議
案
は
全
て
原
案

の
と
お
り
可
決
ま
た
は
同
意
さ
れ
ま
し

た
。可

決
さ
れ
た
当
初
予
算
に
は
、
災
害
発

生
時
に
被
害
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
ド

ロ
ー
ン
配
備
に
か
か
る
費
用
や
、
全
て
の

小
学
校
で
ロ
ボ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を

実
施
す
る
た
め
の
費
用
な
ど
を
計
上
し
て

い
ま
す
。

●
農
業
委
員
会
委
員
の
任
命

農
業
委
員

会
委
員
に
今
川
修
一
氏
、
新
木
英
男
氏
、

内
田
栄
作
氏
、
藤
波
貢
氏
、
秋
池
堅
司
氏
、

平
野
修
一
氏
、
飯
野
幹
夫
氏
、
黒
須
邦
昭

氏
、
鈴
木
圭
一
氏
、
萩
原

子
氏
及
び
林

貞
雄
氏
の
１１
人
を
任
命
す
る
こ
と
が
同
意

さ
れ
ま
し
た
。

●
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
命

教
育
委

員
会
教
育
長
に
池
野
和
己
氏
を
任
命
す
る

こ
と
が
同
意
さ
れ
ま
し
た（
左
記
参
照
）。

教
育
委
員
会
教
育
長
に

池
野
和
己
氏
を
再
任

教
育
総
務
課

�
７
７
５
―

９
４
６
９

�
７
７
６
―

２
２
５
０

教
育
委
員
会
教
育
長
の
池
野
和
己
氏
を

４
月
１
日
付
で
再
任
し
ま
し
た
。
任
期
は

令
和
４
年
３
月
３１
日
ま
で
で
す
。

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

施
設
課

�
７
７
５
―

５
１
１
５

�
７
７
５
―

９
８
１
９

新
図
書
館
複
合
施
設
整
備
事
業
を
見
直

し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
建
設
予
定
地
だ

っ
た
上
平
地
区
の
土
地
に
、
改
め
て
整
備

す
る
こ
と
と
な
っ
た
複
合
施
設
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。
今
後
の
検
討
の

参
考
と
す
る
た
め
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
ま
す
。
対
象
者
に
は
調
査
票
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、
趣
旨
を
ご
理
解
の
上
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
�
市
内
に

在
住
の
満
１８
歳
以
上
の
男
女
３
千
人
を
住

平成３１年３月１８日、第三者調査委員会より調査報告書を受領いたしましたのでお知らせいたします。今後は、第三者調
査委員会からのご提言に基づき、速やかに再発防止策を講じるとともに、信頼回復に向け全力を傾注してまいります。

事件の概要
平成２９年１０月３０日、西貝塚環境センターの入札を巡り、

当時の島村穰上尾市長、田中守上尾市議会議長、山田明明
石産業㈱社長らが共謀の上、秘密事項を漏らしたとして、
官製談合防止法違反や公契約関係競売入札妨害の疑いで逮
捕されるという事件が発生した。その後、明石産業㈱社長
と元議長はあっせん収賄の疑いで、また、明石産業㈱社長
と前市長は受託収賄の疑いで再逮捕、起訴されるに至り、
平成３０年３月、全員有罪判決が確定した。

ない し

原因乃至問題点
事件発生の問題点について以下の指摘がされました。
①入札制度の問題
②明石産業㈱社長と元議長、前市長との癒着関係
③元議長の職員人事などに対する不当な介入
④議会の監視機能の欠如
⑤元議長、前市長等政治家の政治倫理、コンプライアンス
（法令遵守）の欠如

⑥職員のコンプライアンス（法令遵守）の欠如
⑦既存の内部通報制度が機能不全

再発防止策の提言（対策）
事件後の取り組みには、一定の評価をいただきましたが、
抜本的な対策は不十分であるとして、再発防止対策として、
以下の提言がされました。
①入札制度の改善
②政治倫理条例の制定
③職員倫理条例の制定
④執務室への立ち入り制限
⑤面会記録作成の徹底
⑥コンプライアンス意識の徹底
⑦法曹有資格者の採用
⑧公用車の適正利用
⑨市民による監視
⑩提言内容の定期的な評価

※調査報告書は市ホームページからご覧になれます。

秘書政策課
�７７５―３８４９・�７７５―９８６１

上尾市西貝塚環境センターの入札に関する
第三者調査委員会より調査報告書を受領

５月号の「市長通信 輝く！あげお」は休載します。
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提出期限
誕生月内
１４日以内
随時

１４日以内

誕生月末日

手続き内容
年金受給権者現況届 ※１
年金受給権者住所変更届
年金受給権者受取機関変更届
年金受給権者氏名変更届
未支給年金、遺族年金の請求 ※２
障害年金受給者障害状態確認届 ※３

届け出事由
誕生月を迎えた
住所を変更した
年金の受け取り先を変更したい
氏名を変更した
年金を受けている人が死亡した
障害年金の診断書が届いた
※１ 個人番号（マイナンバー）の記入や住民票などの添付が必要です。詳しくは、大宮年金事務所に問い合わ
せてください。
※２ 受けていた年金の種類などによって手続きが異なります。詳しくは、大宮年金事務所に問い合わせてく
ださい。
※３ 提出先は障害年金センターです。

改定後
一部支給

４２，９００円～１０，１２０円
１０，１３０円～ ５，０７０円
６，０７０円～ ３，０４０円

改定後
全部支給
４２，９１０円
１０，１４０円
６，０８０円

改定前
一部支給

４２，４９０円～１０，０３０円
１０，０３０円～ ５，０２０円
６，０１０円～ ３，０１０円

改定前
全部支給
４２，５００円
１０，０４０円
６，０２０円

児童数

１人目
２人目

３人目以降

改定後
５２，２００円
３４，７７０円

改定前
５１，７００円
３４，４３０円

等級
１級
２級

改定後
１４，７９０円

改定前
１４，６５０円

改定後
２７，２００円

改定前
２６，９４０円

改定後
１４，７９０円

改定前
１４，６５０円

【児童扶養手当(月額)】

【特別児童扶養手当(月額)】

【経過的福祉手当（月額）】【特別障害者手当（月額）】【障害児福祉手当（月額）】

民
基
本
台
帳
か
ら
抽
出
【
実
施
期
間
】５

月
７
日
㈫
〜
２４
日
㈮

年
金
受
給
者
の
届
け
出

保
険
年
金
課

�
７
７
５
―

５
１
３
７

�
７
７
５
―

９
８
２
７

大
宮
年
金
事
務
所

�
６
５
２
―

３
３
９
９

年
金
受
給
者
が
住
所
や
年
金
の
受
け
取

り
先
を
変
更
す
る
場
合
は
、
届
け
出
が
必

要
で
す（
下
表
参
照
）。
届
け
出
先
は
原
則

と
し
て
大
宮
年
金
事
務
所
で
す
。た
だ
し
、

共
済
年
金
に
つ
い
て
は
共
済
組
合
に
届
け

出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
各
届
出

書（
障
害
年
金
の
診
断
書
以
外
）は
、
大
宮

年
金
事
務
所
ま
た
は
保
険
年
金
課
に
あ
り

ま
す
。
な
お
、
２０
歳
前
障
害
の
障
害
年
金

受
給
者
所
得
状
況
届（
は
が
き
）の
提
出

は
、
平
成
３１
年
度
以
降
、
不
要
と
な
り
ま

す
。

■
現
況
届
・
住
所
変
更
届

現
況
確
認
や
住
所
の
変
更
に
つ
い
て

は
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム（
住
基
ネ
ッ
ト
）に
よ
っ
て
確
認
で
き

る
た
め
、
届
け
出
は
原
則
不
要
で
す
。
た

だ
し
、
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人
は
提
出
が
必
要
で
す
。
①
日
本
年

金
機
構
で
住
民
票
コ
ー
ド
の
確
認
が
で
き

て
い
な
い
②
日
本
年
金
機
構
が
管
理
し
て

い
る
年
金
受
給
者
の
基
本
情
報（
住
所
、氏

名
、
生
年
月
日
、
性
別
）が
住
基
ネ
ッ
ト

と
相
違
し
て
い
る
③
外
国
に
住
ん
で
い
る

※
詳
し
く
は
、
大
宮
年
金
事
務
所
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

障
害
支
援
区
分
の

認
定
調
査
員
を
募
集

障
害
福
祉
課

�
７
７
５
―

５
１
２
２

�
７
７
６
―

８
８
７
２

【
採
用
予
定
】６
月
３
日
㈪
か
ら

※
研
修

の
日
程
に
よ
り
変
更
の
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
【
勤
務
形
態
】臨
時
職
員（
週
３
・
４

日
）
�
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
た

め
の
訪
問
調
査

�
６
月
実
施
予
定
の
県

主
催
認
定
調
査
員
研
修
に
参
加
で
き
る
人

ま
た
は
同
研
修
を
修
了
し
た
人

�
１
人

�
申
請
書（
障
害
福
祉
課
に
あ
る
）に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
、
５
月
１７
日
㈮
ま
で
に

直
接
、
障
害
福
祉
課
へ

※
書
類
選
考
、

面
接
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
窓
口

「
こ
ど
も
す
く
す
く
ス
ク
エ
ア
」の

ご
利
用
を

子
ど
も
支
援
課

�
７
７
５
―

６
８
１
９

�
７
７
４
―

５
３
４
２

子
育
て
中
の
家
庭
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談

を
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
が
受
け
付

け
る
相
談
窓
口「
こ
ど
も
す
く
す
く
ス
ク

エ
ア
」を
、
子
ど
も
支
援
課
内
に
開
設
し

て
い
ま
す
。
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
を

集
め
た
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー

ス
、
授
乳
室
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
�
㈪
〜
㈮（
㈷
・
年
末
年
始

を
除
く
）８
時
３０
分
〜
１７
時

�
生
活
や

家
族
関
係
、
子
ど
も
の
養
育
、
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談

�
市

内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
な
ど
の
改
定

子
ど
も
支
援
課（
児
童
扶
養
手
当
）

�
７
７
５
―

６
８
１
９

�
７
７
４
―

５
３
４
２

障
害
福
祉
課（
特
別
児
童
扶
養
手
当

な
ど
）

�
７
７
５
―

５
１
２
３

�
７
７
６
―

８
８
７
２

４
月
か
ら
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障

害
者
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
の
額
が
、

左
表
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
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振替日
（納期限日）

５／３１㈮
７／ １㈪
７／３１㈬
９／ ２㈪
９／３０㈪
１０／３１㈭
１２／ ２㈪

令和２年／１／ ６㈪
１／３１㈮
３／ ２㈪

国民健康
保険税

（普通徴収）

第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期

軽自動車
税

全期

固定資産税・
都市計画税

第１期

第２期

第３期

第４期

市・県民税
（普通徴収）

第１期

第２期

第３期

第４期

【税の納期限】

省
エ
ネ
対
策
推
進
奨
励
金

環
境
政
策
課

�
７
７
５
―

６
９
２
５

�
７
７
５
―

９
８
７
２

�
次
の
①
②
の
全
て
に
該
当
す
る
人
①
市

内
に
住
所
が
あ
り
、
居
住
し
て
い
る
②
奨

励
金
申
請
時
に
市
税
を
完
納
し
て
い
る

※
店
舗
や
事
業
所
は
申
請
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。
【
対
象
に
な
る
省
エ
ネ
対
策
】次

の
⑴
〜
⑶
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
択
可

（
１
世
帯
・
同
一
年
度
内
）⑴
住
宅
用
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ
ム
、
太
陽
熱
温
水
器
ま
た

は
水
式
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
、
家
庭
用
燃

料
電
池
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ

ム（
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
）、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
給

湯
器
⑵
電
気
自
動
車
、
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イヘ

ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
、
電
動
バ
イ
ク
⑶
Ｈ
Ｅ

ム

ス
Ｍ
Ｓ（
ホ
ー
ム
エ
ネ
ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
）、
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン

【
交
付
要
件
】４
月
１
日
以
降
に
購
入
・
設

置
し
、
令
和
２
年
３
月
３１
日
㈫
ま
で
に
申

請
手
続
き
が
完
了
す
る
も
の

�
５
月
７

日
㈫
か
ら
省
エ
ネ
対
策
対
象
機
器
を
購

入
・
設
置
・
支
払
い
後
に
申
請
書（
環
境

政
策
課
、
市
役
所
１
階
総
合
案
内
、
各
支

所
・
出
張
所
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事
項

を
記
入
し
、必
要
書
類
を
用
意
し
て
直
接
、

環
境
政
策
課
へ（
㈯
㈰
㈷
、
年
末
年
始
を

除
く
）
※
先
着
順
で
受
け
付
け
し
、
申

し
込
み
額
が
予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
締

め
切
り
ま
す
。

本
年
度
か
ら
様
式
や
添
付
書
類
を
変
更

し
て
い
ま
す
。詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
申
請
書
と
併
せ
て
配
布
す
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
税
等
の
猶
予
制
度

納
税
課

�
７
７
５
―

５
１
９
４

�
７
７
５
―

９
８
４
６

税
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
と
、

納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
し
た
日
ま
で
の

日
数
に
応
じ
て
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
督
促
状
の
送
付
を
受
け
て
も
な

お
、
納
付
が
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
財
産

の
差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
受
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
市
税
等
に
滞
納
が
な
い
人

で
、
市
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
す
る
こ

と
に
よ
り
事
業
の
継
続
や
生
活
の
維
持
が

困
難
に
な
る
場
合
や
、
災
害
で
被
災
し
た

な
ど
の
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

こ
の
処
分
を
条
件
付
き
で
猶
予
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
な
お
、
こ
の
制
度
を
利
用

し
た
際
に
、
延
滞
金
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
免
除
、
も
し
く
は
軽
減
で
き
る
場
合
が

り
さ
い

あ
り
ま
す
。
【
必
要
書
類
】罹
災
証
明
な

ど
特
別
な
事
情
を
証
す
る
書
類
、
過
去
１

年
分
の
収
支
状
況
が
確
認
で
き
る
書
類
、

預（
貯
）金
通
帳
や
生
命
保
険
証
書
な
ど
資

産
状
況
が
確
認
で
き
る
書
類
、
印
鑑（
認

め
印
可
）な
ど

男
女
共
同
参
画
情
報
紙

『
デ
ュ
エ
ッ
ト
』

編
集
協
力
員
を
募
集

人
権
男
女
共
同
参
画
課

�
７
７
８
―

５
１
１
１

�
７
７
８
―

５
１
１
２

市
民
の
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
理
解

と
関
心
を
深
め
る
た
め
、
年
１
回
発
行
し

て
い
る
、
男
女
共
同
参
画
情
報
紙『
デ
ュ

エ
ッ
ト
』の
編
集
協
力
員
を
募
集
し
ま
す
。

�『
デ
ュ
エ
ッ
ト
』の
企
画
・
取
材
・
編
集

と
編
集
会
議
へ
の
出
席（
年
５
回
程
度
）

�
男
女
共
同
参
画
に
関
心
が
あ
り
、
市
内

に
６
カ
月
以
上
居
住
し
て
い
る
２０
歳
以
上

の
人
【
謝
礼
】６
千
円
以
内

�
若
干
名

�
は
が
き
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
に
住
所
、
氏

名（
ふ
り
が
な
）、
生
年
月
日
、
性
別
、
職

業
、
電
話
番
号
、
市
内
居
住
期
間（
４
月

１
日
現
在
）、
応
募
の
動
機
を
記
入
し
て
、

５
月
１７
日
㈮
ま
で（
必
着
）に
人
権
男
女
共

同
参
画
課（
〒
３６２
―

８
５
０
１
本
町
３
―

１
―

１
）へ

税
は
納
期
限
内
に

納
税
課

�
７
７
５
―

５
１
３
５

�
７
７
５
―

９
８
４
６

税
は
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
る
の
で
、
納
期
限
内
に
納
付
し
ま

し
ょ
う（
下
表
参
照
）。
�
市
役
所
、
各

支
所
・
出
張
所
、
市
指
定
金
融
機
関
、
市

収
納
代
理
金
融
機
関
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど

※
詳
し
く
は
、
納

付
書
の
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
便
利
な
モ
バ
イ
ル
レ
ジ
納
付
も

モ
バ
イ
ル
レ
ジ
納
付
と
は
、
納
付
書
に

印
刷
さ
れ
た
バ
ー
コ
ー
ド
を
携
帯
電
話
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
機
能
で
読
み

取
り
、
モ
バ
イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
を
利
用
す

る
こ
と
で
納
付
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で

す
。
詳
し
く
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
の
モ
バ

イ
ル
レ
ジ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
パ
ソ
コ
ン
か

ら
は〈
�http

://solution.cafis.jp/
bc ―pay/pc/〉

、
携
帯
電
話
か
ら
は〈
�

https
://bc―pay.jp/〉

）で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
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…路上喫煙禁止区域…指定喫煙所

N

上尾中央
総合病院
上尾中央
総合病院

市民体育館通り市民体育館通り

谷津
観音
谷津
観音

谷津公園谷津公園

上尾
郵便局
上尾
郵便局 踏切踏切

踏切踏切

宏栄橋宏栄橋

氷川鍬神社氷川鍬神社

東口
駅前広場
東口
駅前広場西口

駅前広場
西口
駅前広場

宮本児童公園宮本児童公園

市役所通り市役所通り

旧中山道旧中山道

遍
照
院

遍
照
院

上
尾
駅

上
尾
駅

↑
桶
川

↑
桶
川

J
R
高
崎
線

J
R
高
崎
線

大
宮
↓

大
宮
↓

N

上尾高校上尾高校

西口駅前
広場
西口駅前
広場

東口駅前
広場
東口駅前
広場

旧中山道旧中山道パン
屋
パン
屋

交番交番

郵
便
局

郵
便
局

自
転
車

駐
輪
場

自
転
車

駐
輪
場

北
上
尾
駅

北
上
尾
駅

コンビニコンビニ

↑
桶
川

↑
桶
川

大
宮
↓

大
宮
↓

J
R
高
崎
線

J
R
高
崎
線

������������������������������
������������������������������
������������������������������

任期満了に伴い、新たな農業委員会委員が任命され、農地利用最適化推進委員が委嘱されました。各委員の
任期は３年で、農業の健全な発展のために活動します。
また、農業委員会臨時総会が開かれ、委員の互選で会長、会長代理が次のとおり選出されました。
会長／今川 修一、会長代理／新木 英男

※各委員の担当地区は下表のとおりです。困りごとがあれば、担当地区の委員まで相談してください。

氏名 担当地区
今川 修一

平方
新木 英男
藤波 貢 大石
内田 栄作 上平
秋池 堅司 大谷
平野 修一 上平
飯野 幹夫 大谷
黒須 邦昭 原市
鈴木 圭一 上尾
萩原 子 大石
林 貞雄 上尾

担当地区
上町、宮本町、仲町、愛宕、栄町、日の出、東町、本町、上
尾宿、上尾村、二ツ宮、上尾下、原市、瓦葺、五番町、原市
中一丁目、原市中三丁目、原市北一丁目
平方
上野、平方領々家、上野本郷、西貝塚
藤波、中分三丁目、中分四丁目、中分五丁目
畔吉、領家
中分一丁目、中分二丁目、中分六丁目、小敷谷、泉台、井戸
木、中妻、浅間台、弁財、小泉
上、菅谷、須ケ谷、原新町
久保、西門前、南、平塚、錦町、上平中央、緑丘
地頭方、壱丁目、今泉、向山、大谷本郷、川、西宮下、堤崎、
中新井、戸崎、春日、柏座、谷津、富士見

氏名

黒須 信明

國嶋 亮子
松本 弘道
山岸 進
渋谷 清

田中 隆司

市村 英一
大塚 忠男

吉澤 清

農業委員会事務局 �７７５―９６９４・�７７５―９８７２

生活環境課 �７７５―６９４０・�７７５―９８７２

農業委員会委員・農地利用最適化推進委員が決定

JR上尾駅周辺路上喫煙禁止区域図

【農地利用最適化推進委員】

たばこによるやけど・火災などの事故を防止するため、ま
た、分煙に対する意識の高まりを受けて、「上尾市路上喫煙
の防止に関する条例」を施行しています。条例でJR上尾・北
上尾駅周辺を図のとおり路上喫煙禁止区域に指定し、禁止区
域内の路上などでは、指定喫煙所を除き、終日禁煙となって
います。

路上喫煙防止にご協力を

JR北上尾駅周辺路上喫煙禁止区域図

【農業委員会委員】
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防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

緊
急
情
報
の
伝
達
訓
練

危
機
管
理
防
災
課

�
７
７
５
―

５
１
４
０

�
７
７
５
―

９
９
２
７

地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
災
害
時
に
、

国
か
ら「
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）」を
通
じ
て
送
ら
れ
て
く
る
緊
急

情
報
を
、
防
災
行
政
無
線
を
用
い
て
確
実

に
皆
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
た
め
、
情
報
伝

達
訓
練
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
全
国
一

斉
に
行
わ
れ
ま
す
。
�
５
月
１５
日
㈬
１１

時
ご
ろ

�
市
内
１２８
カ
所
に
設
置
し
て
あ

る
防
災
行
政
無
線
か
ら
、
一
斉
に
次
の
よ

う
に
放
送
①「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

テ
ス
ト
で
す
」を
３
回
②「
こ
ち
ら
は
、
防

災
上
尾
で
す
」

市
内
２
園
目
の

休
日
保
育
事
業
を
開
始

保
育
課

�
７
７
５
―

５
０
４
４

�
７
７
４
―

５
３
４
２

�
６
月
２
日
㈰
以
降
の
㈰
㈷（
年
末
年
始

を
除
く
）
�
う
ぐ
す
保
育
園
上
尾
春
日

（
春
日
１
―

２１
―

７
）
【
利
用
時
間
】保
育
標

準
時
間
認
定
の
場
合
／
８
〜
１９
時
、
保
育

短
時
間
認
定
の
場
合
／
８
時
３０
分
〜
１６
時

３０
分

�
次
の
①
②
の
全
て
の
条
件
に
該

当
す
る
１
歳
児（
４
月
１
日
時
点
で
満
１

歳
以
上
）か
ら
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
児

童
①
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
認
可
保
育
所

か
認
定
こ
ど
も
園（
保
育
所
機
能
部
分
に

限
る
）、
地
域
型
保
育
事
業
所
の
１
歳
児

ク
ラ
ス
に
通
っ
て
い
る
、
ま
た
は
市
外
に

住
所
が
あ
り
、
市
内
の
認
可
保
育
所
か
認

定
こ
ど
も
園（
保
育
所
機
能
部
分
に
限

る
）、
地
域
型
保
育
事
業
所
の
１
歳
児
ク

ラ
ス
に
通
っ
て
い
る
②
保
護
者
が
勤
務
の

都
合
な
ど
に
よ
り
、
家
庭
で
の
保
育
が
困

難

※
保
育
の
利
用
は
、
㈰
か
ら
㈯
ま
で

の
１
週
間
で
、
平
日
と
㈯
の
利
用
と
合
わ

せ
て
、
６
日
間
ま
で
で
す
。
�
１
日
１０

人（
先
着
順
）
�
利
用
日
の
前
月
の
１
日

（
１
日
が
㈯
㈰
㈷
の
場
合
は
、
月
初
の
平

日
）１０
時
か
ら
電
話
で
う
ぐ
す
保
育
園
上

尾
春
日
へ

�
う
ぐ
す
保
育
園
上
尾
春
日

	
７７０
―

０
８
８
０
・


７７０
―

０
８
８
５

住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
の

補
助
制
度
を
拡
充

建
築
安
全
課

�
７
７
５
―

８
４
９
０

�
７
７
５
―

９
９
０
６

昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以
前
に
着
工
し
た

住
宅（
木
造
住
宅
ま
た
は
分
譲
マ
ン
シ
ョ

ン
）で
専
門
家
が
行
う
耐
震
診
断
と
木
造

住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
に
対
し
て
、
費
用

の
一
部
を
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し
ま

す
。
本
年
度
か
ら
、
木
造
住
宅
の
耐
震
診

断
と
耐
震
改
修
工
事
の
補
助
額
が
拡
充
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
市
に
よ
る
木
造
住
宅

の
図
面
で
の
無
料
簡
易
耐
震
診
断
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
※
い
ず
れ
の
補
助
金

に
も
交
付
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

診
断
や
改
修
工
事
の
契
約
を
行
う
前
に
、

補
助
申
請
を
行
い
、
交
付
決
定
後
に
契
約

し
て
く
だ
さ
い
。

■
木
造
住
宅
耐
震
診
断
補
助
制
度

�
次
の
①
〜
④
の
全
て
に
該
当
し
て
い
る

こ
と
①
当
該
住
宅
に
居
住
し
、
市
税
を
完

納
し
て
い
る
②
当
該
住
宅
を
本
人
ま
た
は

そ
の
２
親
等
以
内
の
親
族
が
所
有
し
て
い

じ
く
ぐ
み

は
り

る
③
在
来
軸
組
工
法（
木
材
の
柱
や
梁
で

構
造
を
支
え
る
方
法
）ま
た
は
枠
組
壁
工

法（
ツ
ー
・
バ
イ
・
フ
ォ
ー
工
法
）の
２
階

建
て
以
下
④
診
断
は
建
築
士
事
務
所
登
録

の
事
務
所
ま
た
は
建
設
業
の
許
可
業
者
に

所
属
す
る
建
築
士
が
実
施
【
補
助
の
金

額
】耐
震
診
断
に
要
し
た
費
用
の
全
額
で

上
限
１０
万
円（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

■
木
造
住
宅
耐
震
改
修
補
助
制
度

�
次
の
①
〜
⑥
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と

①
当
該
住
宅
に
居
住
ま
た
は
居
住
を
予
定

し
、
市
税
を
完
納
し
て
い
る
②
当
該
住
宅

を
本
人
ま
た
は
そ
の
２
親
等
以
内
の
親
族

が
所
有
し
て
い
る
③
在
来
軸
組
工
法
ま
た

は
枠
組
壁
工
法
の
２
階
建
て
以
下
④
耐
震

診
断
の
結
果
、
地
震
に
対
し
て
安
全
な
構

造
で
な
い
と
判
定
さ
れ
た
⑤
現
行
の
耐
震

基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
耐
震
改
修
で

あ
る
⑥
改
修
設
計
は
建
築
士
事
務
所
登
録

の
事
務
所
ま
た
は
建
設
業
の
許
可
業
者
に

所
属
す
る
建
築
士
が
実
施
し
、
改
修
工
事

は
建
設
業
の
許
可
業
者
が
行
う
【
補
助

の
金
額
】耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
の
２３

㌫
の
額
で
上
限
６０
万
円

■
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
の
耐
震
診
断
補
助
制

度�
次
の
①
〜
④
の
全
て
に
該
当
し
て
い
る

こ
と
①
昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以
前
に
着
工

し
た
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
居
住
の
用
に

供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
延
べ
面

積
の
３
分
の
２
以
上
で
あ
る
②
住
戸
の
区

分
所
有
者
の
２
分
の
１
以
上
が
現
に
居
住

し
て
い
る
③
管
理
組
合
の
集
会
な
ど
で
耐

震
診
断
の
実
施
に
係
る
決
議
が
な
さ
れ
て

い
る
④
診
断
は
建
築
士
事
務
所
登
録
の
事

務
所
ま
た
は
建
設
業
の
許
可
業
者
に
所
属

す
る
建
築
士
が
実
施
【
補
助
の
金
額
】耐

震
診
断
に
要
し
た
費
用（
面
積
に
応
じ
た

標
準
額
以
内
）の
３
分
の
２
の
額（
千
円
未

満
切
り
捨
て
）で
戸
数
×
５
万
円（
上
限
１００

万
円
）

■
木
造
住
宅
の
無
料
簡
易
耐
震
診
断

市
で
は
、
平
成
１２
年
５
月
末
ま
で
に
着

工
さ
れ
た
２
階
建
て
以
下
の
木
造
住
宅

（
工
業
化
住
宅
を
除
く
）の
簡
易
耐
震
診
断

を
随
時
、
無
料
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

住
宅
の
図
面（
設
計
図
な
ど
）を
基
に
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
で
簡
易
な
耐
震
診
断
を
し
て
、

耐
震
性
能
を
４
段
階
で
評
価
し
ま
す
。
建

築
当
時
の
建
築
確
認
申
請
書（
副
本
）ま
た

は
、
壁
や
窓
の
位
置
が
分
か
る
各
階
平
面

図
を
用
意
し
て
直
接
、
建
築
安
全
課
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。
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民生委員・児童
委員のマーク

軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
を

郵
送

市
民
税
課

�
７
７
５
―

５
１
３
０

�
７
７
５
―

９
８
４
６

５
月
７
日
㈫
に
、
平
成
３１
年
度
の
軽
自

動
車
税
の
納
税
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

�
平
成
３１
年
４
月
１
日
時
点
で
、
市
内
に

原
動
機
付
自
転
車
、
バ
イ
ク
、
軽
自
動
車

な
ど
を
所
有
し
て
い
る
人

※
納
付
の
方

法
・
納
期
限
に
つ
い
て
は
、
１０
ペ
ー
ジ
の

「
税
は
納
期
限
内
に
」を
参
照
し
て
く
だ
さ

い
。

■
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
を
受
け
付
け

一
定
の
障
害
の
あ
る
人
が
所
有
す
る
車

両
、
ま
た
は
障
害
の
あ
る
人
と
生
計
を
共

に
す
る
家
族
が
所
有
す
る
車
両
で
、
当
該

障
害
者
の
た
め
に
使
用
す
る
と
き
な
ど
、

条
件
に
よ
り
軽
自
動
車
税
が
減
免
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
民
税

課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
【
申
請

期
間
】５
月
７
日
〜
３１
日
㈮

地
域
の
身
近
な
相
談
役

民
生
委
員
・
児
童
委
員

福
祉
総
務
課

�
７
７
５
―

５
１
１
８

�
７
７
５
―

９
８
４
６

●
地
域
で
相
談
・
支
援
を
行
う
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
住
民
の
身
近

な
相
談
役
と
し
て
各
地
域
で
福
祉
に
ま
つ

わ
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。
委
員

の
中
に
は
、
児
童
福
祉
に
多
く
関
わ
る
主

任
児
童
委
員
も
い
ま
す
。

●
相
談
の
秘
密

民
生
委
員
・
児
童
委
員

は
法
律
で「
守
秘（
秘
密
を
守
る
）義
務
」が

規
定
さ
れ
て
お
り
、
相
談
内
容
な
ど
個
人

の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。
相
談
が
必

要
な
場
合
は
地
区
内
の
委
員
を
紹
介
し
ま

す
の
で
、
福
祉
総
務
課
へ
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

●
５
月
１２
日
は「
民
生
委
員
・
児
童
委
員

の
日
」
地
域
に
お
け
る
民
生
委
員
・
児

童
委
員
活
動
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、

５
月
１２
日
㈰
〜
１８
日
㈯
の「
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
日

活
動
強
化
週
間
」で
は
、

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
地
域
の
サ
ロ
ン

な
ど
に
参
加
し
、
活
動
に
関
す
る
Ｐ
Ｒ
を

し
ま
す
。

幸
せ
の
め
ば
え
を
示
す
四
つ
葉
の
ク
ロ
ー

バ
ー
を
バ
ッ
ク
に
、
民
生
委
員
の「
み
」の
文

字
と
児
童
委
員
を
示
す
双
葉
を
組
み
合
わ

せ
、平
和
の
シ
ン
ボ
ル
の
鳩
を
か
た
ど
っ
て
、

愛
情
と
奉
仕
を
表
し
て
い
ま
す
。

都
市
計
画
案
の
縦
覧
と

意
見
書
の
受
け
付
け

都
市
計
画
課

�
７
７
５
―

７
６
２
９

�
７
７
５
―

９
９
０
６

県
都
市
計
画
課

�
８
３
０
―

５
３
４
３

�
８
３
０
―

４
８
８
１

上
尾
都
市
計
画
道
路
１
・
４
・
１
高
速

埼
玉
中
央
道
路
と
３
・
１
・
１
上
尾
バ
イ

パ
ス
線
の
都
市
計
画
を
変
更
す
る
に
あ
た

り
、
都
市
計
画
法
第
１７
条
に
基
づ
き
、
都

市
計
画
案
の
縦
覧
と
意
見
書
の
受
け
付
け

を
行
い
ま
す
。
●
案
の
縦
覧

�
５
月

１０
日
㈮
〜
２４
日
㈮
８
時
３０
分
〜
１７
時
１５
分

（
㈯
㈰
を
除
く
）
�
都
市
計
画
課
、
県
都

市
計
画
課
、
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所

※
県
・
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
縦
覧
で

き
ま
す（
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ〈
�http://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/〉

）。
●
意

見
書
の
提
出

�
上
尾
市
民
ま
た
は
利
害

関
係
人
【
提
出
方
法
】意
見
書（
右
記
の

案
の
縦
覧
場
所
に
あ
る
。
県
・
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必

要
事
項
を
記
入
し
て
、
２４
日
ま
で（
必
着
）

に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
都
市
計
画
課（
〒

３６２
―

８
５
０
１
本
町
３
―

１
―

１
）か
県
都
市

計
画
課（
〒
３３０
―

９
３
０
１
さ
い
た
ま
市
浦

和
区
高
砂
３
―

１５
―

１
）ま
た
は
県
北
本
県

土
整
備
事
務
所（
〒
３６４
―

０
０
０
７
北
本
市

東
間
３
―

１４３
）へ

※
県
電
子
申
請
届
出

サ
ー
ビ
ス
か
ら
も
提
出
で
き
ま
す
。

荒
川
第
二
・
三
調
節
池
事
業
の

環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の

縦
覧
と
意
見
書
の
受
け
付
け

さ
い
た
ま
市
環
境
対
策
課

�
８
２
９
―

１
３
３
２

�
８
２
９
―

１
９
９
１

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
が
実
施

す
る
荒
川
第
二
・
三
調
節
池
事
業
に
つ
い

て
、
市
の
一
部
が
さ
い
た
ま
市
環
境
影
響

評
価
条
例
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
地
域（
事
業

実
施
区
域
の
周
囲
1.5
㌔
㍍
以
内
の
地
域
）

に
該
当
す
る
た
め
、
同
条
例
第
９
条
の
規

定
に
基
づ
く
調
査
計
画
書
の
縦
覧
と
意
見

書
提
出
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
●

計
画
書
の
縦
覧

�
５
月
７
日
㈫
〜
６
月

７
日
㈮
８
時
３０
分
〜
１７
時（
㈯
㈰
を
除
く
）

�
上
尾
市
環
境
政
策
課

※
さ
い
た
ま
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
�https

://w
w
w
.cit

y.saitam
a.jp

/index.htm
l

）で
も
縦

覧
で
き
ま
す
。
●
意
見
書
の
提
出

意

見
書（
さ
い
た
ま
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
、
６
月
２１
日
㈮（
当
日
消
印
有
効
）ま
で

に
直
接
か
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー

ル
で
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川

上
流
河
川
事
務
所
河
川
環
境
課（
〒
３５０
―

１

１
２
４
川
越
市
新
宿
町
３
―

１２
、�
０４９
―

２４７
―

９
８
５
０
、
�ktr-kankyo-tyousetu

@
m
lit.go.jp

）へ
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ゴ
ー
ル 

上
尾
駅

川
の
大
じ
め

十
連
寺

小
林
寺

上
尾
丸
山
公
園
（
花
し
ょ
う
ぶ
）

諏
訪
神
社

徳
星
寺

榎
本
牧
場

畔
吉
河
岸
跡

ア
ッ
ピ
ー
お
休
み
処

小
塚
浅
間
塚

八
枝
神
社

あげお駅からハイキングあげお駅からハイキングあげお駅からハイキング６月１日㈯
開 催

ス
タ
ー
ト 

上
尾
駅

矢
島
園

馬
蹄
寺

橘
神
社

JR上尾駅から市内文化財を巡り、荒川
沿いの雄大な草原から牧場へ、そして初夏
のハナショウブを満喫できる自然散策コー
スです。また、上尾丸山公園では「あげお
花しょうぶ祭り」が開催され、コース沿道
や各所でのおもてなしなどがあります。市
観光協会会員企業から提供されたすてきな
景品が当たるスタンプラリーも開催しま
す。市指定無形民俗文化財の「藤波の餅つ
き踊り」や太鼓の生演奏も楽しめます。 �
当日の９～１１時に直接、JR上尾駅自由通路
へ ※８時４５分～９時にJR上尾駅自由通路
でイベントセレモニーを行います。 ※受
け付け後は、自由散策となります。当日は
歩きやすい服装で参加してください。

あげお花しょうぶ祭り
しょうぶ

上尾丸山公園の菖蒲田（２，８００平方㍍）には、約５０種１万株のハ
ナショウブが咲き誇り、市民の目を楽しませてくれます。㈯㈰
の９時３０分からは市観光協会推奨土産品などの販売（売り切れ次
第終了）も行います。
また、花しょうぶ祭りの期間に合わせて、６月２日㈰には、丸

山公園多目的広場で、市内農
産物を販売する「軽トラ・フ
ァーマーズマーケット（９時３０
分～１２時）」を開催する他、自
然学習館で「第７回あげお良い
とこ探しフォトコンテスト」
写真展を開催します。
�６月１日～１２日㈬ �上尾丸山公園

今年度から通訳翻訳ボランティア制度が始まります。多文化共生社会の推進のため、協力できるボランティ
アを募集します。
●説明会・講習会 �６月１日㈯１３～１６時 �市役所７階大会議室 �①市通訳翻訳ボラン

し づ

ティア制度の説明②講習会「外国人とのコミュニケーション」【講師】山本志都さん（東海
大学文学部英語文化コミュニケーション学科教授） �市内に在住・在勤・在学の１８歳以
上で、日本語から外国語、外国語から日本語への通訳・翻訳ができる人 ※外国籍の人は
在留資格を持っている人だけです。 ※登録は随時受け付けています。６月１日の説明会・
講習会に参加できない人は、市民協働推進課へ相談してください。 �６０人（先着順） �
氏名、電話番号を５月２９日㈬までに電話かファクスまたはメールで市民協働推進課へ

市民協働推進課 �７７５―４５９７・�７７５―０００７
�s５３０００@city.ageo.lg.jp

市観光協会 �７７５―５９１７・�７７５―５０２４
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４
月
１
日
付
で
人
事
異
動
を
行
い
ま
し

た
。
異
動
総
数
は
５６１
人
で
す
。
そ
の
う
ち

課
長
級（
所
属
長
・
主
席
主
幹
）以
上
の
異

動
は
次
の
と
お
り
で
す
。

部

長

級

▽
市
長
政
策
室
長
／
石
川
孝
之

▽
市
民

生
活
部
長
／
山
本
由
起
子

▽
環
境
経
済

部
長
／
柳
下
貴
之

▽
都
市
整
備
部
長
／

宮
口
達
也

▽
上
下
水
道
部
長
／
黒
木
政

彦

▽
議
会
事
務
局
長
／
石
井
孝
浩

▽

学
校
教
育
部
長
／
伊
藤
潔

▽
同
部
参
事

兼
次
長
／
関
孝
夫

次

長

級

▽
市
長
政
策
室
次
長
兼
秘
書
政
策
課
長
／

岡
野
孝
史

▽
行
政
経
営
部
次
長
／
長
島

徹

▽
同
部
次
長
兼
施
設
課
長
／
小
田
川

史
明

▽
総
務
部
次
長
／
石
川
克
美

▽

同
部
主
席
副
参
事
兼
契
約
検
査
課
主
幹
／

鈴
木
利
男

▽
子
ど
も
未
来
部
次
長
／
清

水
千
絵

▽
市
民
生
活
部
次
長
／
宇
田
川

幸
彦

▽
環
境
経
済
部
次
長
兼
環
境
政
策

課
長
／
堀
口
愼
一

▽
都
市
整
備
部
次
長

／
須
田
均

▽
会
計
管
理
者
／
栁
田
浩
史

▽
上
下
水
道
部
次
長
／
新
井
一
頼

▽
東

消
防
署
長
／
横
山
重
一

▽
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
長
／
鮒
谷
浩

▽
監
査
委
員

事
務
局
長
／
南
雲
康
次

▽
行
政
経
営
部

副
参
事
兼
納
税
課
長
／
松
本
宣
孝

▽
総

務
部
副
参
事
兼
Ｉ
Ｔ
推
進
課
長
／
川
井
有

規

▽
都
市
整
備
部
副
参
事
兼
開
発
指
導

課
長
／
小
幡
俊
明

▽
学
校
教
育
部
副
参

事
兼
学
務
課
長
／
瀧
沢
葉
子

▽
同
部
副

参
事
兼
指
導
課
長
兼
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

／
太
田
光
登

課

長

級

▽
行
政
経
営
部
財
政
課
長
／
西
林
幸
泰

▽
同
部
市
民
税
課
長
／
町
田
明
子

▽
総

務
部
職
員
課
長
／
藤
田
悟

▽
同
部
契
約

検
査
課
長
／
池
田
将
寛

▽
同
部
危
機
管

理
防
災
課
長
／
石
島
努

▽
健
康
福
祉
部

福
祉
総
務
課
長
／
平
賀
健
治

▽
同
部
生

活
支
援
課
長
／
秋
山
真
吾

▽
同
部
障
害

福
祉
課
長
／
林
田
史
浩

▽
同
部
高
齢
介

護
課
長
／
堀
田
元

▽
同
部
健
康
増
進
課

長
兼
東
保
健
セ
ン
タ
ー
所
長
兼
平
日
夜
間

及
び
休
日
急
患
診
療
所
長
／
加
藤
浩
章

▽
市
民
生
活
部
尾
山
台
出
張
所
長
／
長
谷

川
浩
二

▽
同
部
原
市
支
所
長
／
勝
又
憲

人

▽
同
部
保
険
年
金
課
長
／
小
林
正
和

▽
同
部
交
通
防
犯
課
長
／
川
村
勝
也

▽

同
部
人
権
男
女
共
同
参
画
課
長
兼
男
女
共

同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
所
長
／
田
中
史
夫

▽
環
境
経
済
部
商
工
課
長
／
山
中
幸
二

▽
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
長
／
仲
間

賢
一

▽
同
部
建
築
安
全
課
長
兼
建
築
主

事
／
鬼
塚
清
幸

▽
同
部
み
ど
り
公
園
課

長
／
平
賀
勝

▽
同
部
道
路
課
長
／
奥
隅

雄
一

▽
出
納
室
長
／
吉
澤
昌
代

▽
上

下
水
道
部
経
営
総
務
課
長
／
千
葉
浩

▽

同
部
業
務
課
長
／
大
塚
章
子

▽
東
消
防

署
管
理
課
長
／
高
橋
茂
樹

▽
同
署
消
防

第
一
課
長
／
本
田
茂
人

▽
同
署
原
市
分

署
長
／
細
田
宜
宏

▽
教
育
総
務
部
図
書

館
長
／
島
田
栄
一

▽
同
部
ス
ポ
ー
ツ
振

興
課
長
／
柳
川
忠
明

▽
学
校
教
育
部
中

学
校
給
食
共
同
調
理
場
所
長
／
戸
國
健
一

▽
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
次
長
／
島
本

健
治

▽
監
査
委
員
事
務
局
次
長
／
正
木

由
紀
子

▽
農
業
委
員
会
事
務
局
次
長
／

市
川
喜
雄

３月２８日、市は大塚ウエルネスベンディング㈱と「上尾市民の健康づくり
等に関する連携協定」を締結しました。
今後、緊密な相互連携と、双方の資源を有効に活用した協働による活動

を推進することにより、市民全体の健康づくりの推進と市民サービスの向
上を図ることを目的としています。

市役所人事異動
職員課 �７７５-５１１２・�７７５-９８１９

行政経営課 �７７５―３９６３・�７７６―８８７３

左から大塚ウエルネスベンディング㈱
関東支店大宮営業所田中所長、関東支
店高岡支店長、杉山代表取締役副社長、
畠山市長、松澤副市長

大大塚塚ウウエエルルネネススベベンンデディィンンググ㈱㈱とと
「「上上尾尾市市民民のの健健康康づづくくりり等等にに関関すするる連連携携協協定定」」をを締締結結
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